
三鷹市における地方自治体の内部監査のあり方について 

―まちづくりの価値共創を目指して― 

 
高橋 真治 

 

地方治自体の監査制度について、まず、内部監査と外部監査に区別し、内部監査の視点から現状と

課題を整理する。次に、内部監査の一般的な理論と整合を図りながら、自治体の歴史的な背景や存在

意義、さらにはそのガバナンス構造、マネジメント体制などの組織的な特徴も踏まえ、企業の内部監

査と比較し考察する。そして、それらを基に三鷹市の監査制度が内部監査として機能し、まちづくり

行政の価値向上に貢献できるようその試案を提示する。さらに、内部監査への市民参加・協働を通じ

た価値共創という地方自治体の内部監査における新たな可能性を展望する。 
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1 はじめに 

 

1.1 問題認識 

三鷹市に住む住民の多くは、企業をはじめとした

特定の組織に所属している社会人としての顔と市民

としての顔の二つの顔を持ち、働く場所と住む場所

とは別の自治体であることが少なくないだろう。そ

のような人たちにとって居住地の自治体への関心は

高くないと言われている。しかし、一昨年来の新型

コロナウイルス感染症拡大によるパンデミックは、

わが家で働くことを余儀なくされ、自治体の感染症

対策の取組み状況に細大漏らさず注意を払うように

なるなど、私たちの地域自治体に対する意識は自ず

と高まったのではないだろうか。 

また、近年、企業では組織の目的（パーパス）1)

を見直す動きが広まってきており、これまでの株主

資本主義を見直し、従業員や地域社会の利益を尊重

し、社会問題や環境問題にも配慮したステークホル

ダー資本主義に基づいた価値への転換が図られてい

る（日本経済新聞社 2019, 2020a, 2020b）。企業活

動はより公共性を持ち、自治体のまちづくりをはじ

めとした政策領域との境界線を超えて近接しつつあ

る。 

私は現在、民間企業の内部監査人として働いてい

る。内部監査人は、所属する組織の目標達成などの

価値向上に役立つために存在しているが、このよう

な企業を取り巻く環境の変化に伴い、その役割はよ

り社会的な責任を果たしていくことが期待されるよ

う変化してきている。さらに、ひとつの組織体にと

どまることなく、社会全体の奉仕者としての役割も

担っていくことが求められるようになるだろう。 

近い将来には自治体をはじめとした公共セクター

を含む様々なステークホルダーとの協働も必要に

なってくるかも知れない。また、ひとりの内部監査

人として、地域自治体の価値向上のために積極的に

向き合っていく必要もあるだろう。そのように考え

たとき、内部監査とは広く一般には企業の自由意志

による組織機能として認知されているが、「わが国

地方自治体にそもそも内部監査は存在するのか？」

また、「自治体に内部監査が存在するのであればそ

れは機能しているのか？」そして、「機能していな

いのであれば何が課題でどのような解決策が考えら

れるか？」という問題認識が本研究論文（以下「本

稿」という。）の出発点である。 
 
1.2 先行研究 

総務省の「第 1回（2017年 10月 17日開催）地方

公共団体における内部統制・監査に関する研究会」

の参考資料（II．地方公共団体における監査制度）

によれば、「地方公共団体の監査は、監査委員によ
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いのであれば何が課題でどのような解決策が考えら

れるか？」という問題認識が本研究論文（以下「本

稿」という。）の出発点である。 
 
1.2 先行研究 

総務省の「第 1回（2017年 10月 17日開催）地方

公共団体における内部統制・監査に関する研究会」

の参考資料（II．地方公共団体における監査制度）

によれば、「地方公共団体の監査は、監査委員によ

る監査（監査委員制度）と外部監査人による外部監

査 2)の二つがある。地方公共団体の監査を本来的に

担うのは監査委員であり、外部監査は地方公共団体

の監査機能の独立性と専門性を強化するために設け

られたもの」とされている。一般的に監査は外部監

査と内部監査に分類され、外部監査と対立する概念

として内部監査があるため、総務省においては、監

査委員制度を内部監査と位置づけているものと考え

られる。また、監査委員事務局 3)の監査は、紛れも

なく内部監査というのが、大多数の自治体関係者の

認識であるといった指摘も見られる（石原 2010、

2021a）。 

さらに、自治体の監査委員制度には、内部監査と

外部監査の両方の機能が混在しており、正しい監査

理論に基づいて設計されていないため、監査委員制

度が機能していない現状の要因もそこにあるという

見解がある。そして、監査委員制度を内部監査と外

部監査に再整理し、監査委員事務局を内部監査部門

に位置づけ、外部監査は、監査法人や公認会計士と

の外部監査契約に基づく監査とすれば、現行の監査

委員制度は不要となると結論付けている。しかしな

がら、実現に向けた具体的な手法については、今後

の課題として考察を重ねることとしている（井上・

山下 2017）。 

本稿では、自治体の監査委員制度が内部監査と外

部監査の両方が混在しているため、機能していない

現状があることを踏まえ、まず、自治体の監査制度

を内部監査と外部監査に区別し、内部監査の視点か

らそのあり方を検討する。そして、具体的な今後の

三鷹市における地方自治体の内部監査のあり方を検

討する。 

 
1.3 研究の目的と論文の構成 

本研究では、内部監査の一般的な理論と整合を図

りながら、自治体の歴史的な背景や存在意義、さら

にはそのガバナンス構造、マネジメント体制などの

組織的な特徴も踏まえ、企業の内部監査と比較し考

察する。そして、それらを基に三鷹市の監査制度が

内部監査として機能し、まちづくり行政の価値向上

に貢献できるようその試案を提示することを目的と

する。また、内部監査への市民参加・協働を通じた

価値共創という自治体の内部監査における新たな可

能性についても提起したい。 

本稿はまず、第 2 章で内部監査の定義を明確にす

ると共に、企業の内部監査の変遷及び近年の動向を

概観する。次に、第 3 章でわが国地方自治体の監査

制度を取り巻く現状と課題を整理した上で、第 4 章

で企業の内部監査との比較考察を踏まえ自治体にお

ける内部監査の今後の方向性を示す。 

そして、第 5 章で三鷹市の監査制度の現状や課題

を整理し、第 6 章では三鷹市においても参考となる

各自治体の先進的な取組を紹介する。最後に、第 7

章で今後の三鷹市における内部監査のあり方につい

て、まちづくりの価値向上の観点から提言するとと

もに、さらに市民との価値共創の可能性について言

及する。 

 
2 内部監査とは 

 

2.1 一般的な定義 

「監査」とは何か。広辞苑では、「企業などの特

定の行為、またはその行為を示す情報が適正か否か

を、第三者が検証し報告すること。会計検査など」

と定義されている（新村 2008）。主体、客体、目的

が明確にされた上で、例示もあるため、一般的には、

会計検査などの「外部監査」4)のことを「監査」と

呼んでいるものと考えられる。 

それでは、「内部監査」とは何か。広辞苑では、

「監査主体が被監査組織の内部者である場合の監査。

株式会社では一般に監査役による監査をいう」と定

義されている（新村 2008）。 

ただし、「外部監査」を広く一般では「監査」と

誤って理解されている場合が多いと考えられるため、

まず、監査主体（主体基準）が組織の内部者の場合

の「監査」のことを「内部監査」として明確に分け

て理解することが本稿では重要になる。さらに、

「内部監査」をより厳密に定義するために、監査主

体に加え、「誰のために」という監査目的（目的基

Ⅰ　三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究
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準）との組み合わせにより定義することが必要であ

ると指摘されている（友杉 1992）。（表 1参照） 
 
表 1 監査主体と監査目的による監査の分類 

目的基準 

主体基準 

経営内部者の

ため 

経営外部者の

ため 

経営内部者が

担当 

A 

（例えば内部

監査人監査） 

B 

（例えば監査

役監査） 

経営外部者が

担当 

C 

（例えば委託

内部監査） 

D 

（例えば会計

士監査） 

出典：友杉芳正、1992 年、『内部監査の理論−妥当性監査

の視点から』（中央経済社） 

 

表 1 の分類は、企業を想定して作成されているが、

井上・山下は、主体基準と目的基準の両基準を充足

するものだけ（表 1 の「A」）が内部監査であると考

えるべきであるとした上で、地方自治体への適用が

否定されるものではないとし、次の通り考察してい

る。 

監査委員は、地方自治法に規定された行政委員で

あり、自治体内の執行機関として監査を実施してい

るため、主体基準では内部監査の要件を満たしてい

る。一方、目的基準では、監査委員による監査の結

果、意見などは、議会への報告に加え、住民に対す

る公表が義務付けられていることを斟酌すれば、監

査委員による監査は、住民のために実施されている

監査であり、内部監査に該当しないことになる。 

しかし、本稿においては、表 1 の「A」（主体基準

が経営内部者であり、かつ目的基準が内部者のため

に行われる場合の監査）を狭義の「内部監査」とし、

目的基準にも着眼し「C」（主体基準が経営外部者で

あり、また目的基準が経営内部者のために行われる

場合の監査）も含め広義の「内部監査」とする。ま

た、井上・山下は、住民を経営外部者という前提の

もとに考察しているが、近年の自治体経営への住民

参加の状況などを鑑みると、住民を経営内部者であ

るという見方が可能であるため、パブリック・ガバ

ナンス（共治）の観点も加えた上で自治体の内部監

査のあり方を検討する。 
 
2.2 内部監査人協会の定義 

前述の通り、内部監査とは一般的には企業の自由

意志による組織機能である。内部監査部門を持つ多

くの企業は、内部監査人協会（以下「IIA」という。）

5) の 専 門 職 的 実 施 の 国 際 フ レ ー ム ワ ー ク

（International Professional Practices Framework）

（以下「IPPF」という。）に沿って内部監査を実施

することが推奨されている。IPPFは、内部監査人の

実務の基準となるフレームワークである。「内部監

査の使命」、「必須のガイダンス」および「推奨され

るガイダンス」から構成されている。また、「必須

のガイダンス」は、「内部監査の専門職的実践の基

本原則」、「内部監査の定義」、「倫理綱要」及び「内

部監査の専門職的実施の国際基準」の 4 つから成る。 

「内部監査の使命」は、「リスク・ベースで客観

的な、アシュアランス、助言および洞察を提供する

ことにより、組織体の価値を高め、保全することで

ある」と定義されている。また、「内部監査の定義」

を、「内部監査は、組織体の運営に関し価値を付加

し、また改善するために行われる、独立にして、客

観的なアシュアランスおよびコンサルティング活動

である」としている。さらに、「内部監査は、組織

体の目標達成に役立つことにある。このためにリス

ク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの

各プロセスの有効性の評価、改善を、内部監査の専

門職として規律ある姿勢で体系的な手法をもって行

う」と定義している（日本内部監査協会 2017）。つ

まり、内部監査とは組織体の価値向上のための仕組

みと捉えることができる。 

なお、第 3 章では、内部監査の基本的な要求事項

である「内部監査の専門職的実施の国際基準」（以

下「IIA 基準」という。）を基にわが国地方自治体

の監査委員制度の現状を整理する。（付録 A参照） 
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2.2 内部監査人協会の定義 
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2.3 企業における内部監査の変遷 

企業における内部監査の位置付けは、時代と共に
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るサービスへとその本質的な機能の変化も見られた。

さらに、営利企業だけを対象にした内部監査から、

非営利企業も対象にした内部監査にまで対象範囲を

拡大し、内部監査の一般化や統合化が図られている

（友杉 1992、川村 2021）。 

このように、現代の内部監査理論が営利企業に限

らずあらゆる組織体への一般化や統合化が行われて

いることなどを鑑みれば、自治体の監査制度それ自

体を現代内部監査理論の枠組みの中で捕捉していく

ことが可能であると考えられる。 
 
2.4 企業における内部監査の近年の動向 

近年の企業を取り巻く環境は、デジタル・トラン

スフォーメーション（DX）7)による組織変革、サス

テナビリティに関わる環境問題や社会課題への取組

の情報開示 8)、良き企業市民であることへの社会的

要求の高まりなど、かつてないほど急激に変化して

おり、そうした中にあっても、内部監査が価値を提

供し続けるためにはどうあるべきかが問われている

（吉武 2021）。 

特に金融機関は、私たち住民の経済活動の基盤で

ある金融システムの安定のために、ガバナンスを有

効に機能させることが重要である。そのためには、

内部監査が組織体の価値を高め、保全するという使

命を果たすことが必要であり、このような環境の変

化に対応するために段階的に高度化していくことが

求められている（金融庁 2019）。（表 2参照） 
 

表 2 内部監査の水準（概念図） 

 第一段階

(Ver.1.0) 

(事務不備 

監査) 

第二段階

(Ver.2.0) 

(リスクベー

ス監査) 

第三段階

(Ver.3.0) 

(経営監査) 

 

役割・

使命 

事務不備、

規程違反等

の発見を通

じた営業店

への牽制機

能の発揮 

リスクアセ

スメントに

基づき、高

リスク領域

の業務プロ

セスに対す

る問題を提

起 

内外の環境

変化等に応

じた経営に

資する保証

を提供 

出典：金融庁、2019年、『金融機関の内部監査の高度化に 

向けた現状と課題』（金融庁） 

 
また、デジタライゼーションの進展により、金融

機関の経営環境が急速かつ革新的に変化しているこ

とに加え、社内外のステークホルダーからの要求も

従来以上に多様化・高度化していることなどを背景

に、第三段階（Ver.3.0）を超え、機動的な監査手

法、内部監査における IT の活用、企業文化に対す

る監査、経営環境の変化等に対応した予測に基づく

助言など、内部監査のさらなる高度化（第四段階

（Ver.4.0：信頼されるアドバイザー））も求められ

ている（金融庁 2019）。（付録 B参照） 

そして、2020年 7月には、IIAが『IIAの 3ライン

モデル−3 つのディフェンスラインの改訂』を公表し、
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内部監査の使命は、それまでの価値の保全を超え、

価値の創造を取り入れることにあるとされ、業務の

有効性、効率性の監査など、ビジネスモデルや経営

戦略などの価値創造に関わるリスクの監査を行い、

内部監査が攻めのガナバンスを担うことが今まさに

期待されている（The Institute of Internal Auditors 

2020、仲 2019）。このように、企業における内部監査

は、時代の要請と共に変化・進展を重ねながら現在

に至っているが、次章では、自治体における監査制

度を取り巻く現状と課題について検討する。 

 
3 わが国地方自治体における監査制度を 

取り巻く現状と課題 

 

3.1 地方自治体を取り巻く環境の変化 

近時のわが国地方自治体の監査制度改革に関する

議論は、2009年 3月「地方公共団体における内部統

制のあり方に関する研究会最終報告書」および同年

6 月「第 29 次地方制度調査会答申」を起点に進め

られていった。 

これらの議論が行われた背景には、2000年 4月に

施行された地方分権一括法に伴い、自治体の自立性

を高めていくことが期待されていた 9)が、一部の自

治体で不適正な財務処理等が指摘される 10)など、自

治体のチェック機能のあり方が問われていることに

あるとしている（地方制度調査会 2009）。 

また、少子・高齢化や人口減少などに伴う厳しい

財政状況のなか、業務の再編・整理、民間委託等の

推進、適正な定員管理、住民等への情報開示などの

地方行政改革が推進されていたが、住民の信頼を一

層確保するためには、リスク管理態勢の整備、モニ

タリング機能の強化、組織間の役割及びルールの整

理、行政評価の質向上、公会計制度の改革などの行

政組織運営を刷新する必要性に迫られていることに

あるとしている（地方公共団体における内部統制の

あり方に関する研究会 2009）。 

そして、これらを実現するための手法として、内

部統制の整備・運用がその解決手法になるとして、

内部統制と密接に関連する監査制度についてもその

改革に関する議論が進められることになる。 

 
3.2 監査委員制度と内部統制制度 

戦後の地方自治体の監査委員制度は、1947年に制

定された地方自治法において、監査委員の職務権限

として「普通地方公共団体の経営に係る事業の管理

及び普通地方公共団体の出納その他事務の執行を監

査する」（第百九十九条）と規定されたことに始ま

る。その後、監査観点の追加 11)、監査委員の選任資

格の明確化 12)や監査範囲の拡大 13)、外部監査制度の

導入など、地方自治法の改正により監査委員制度の

改革が行われてきた（清水 2019）。 

前述の通り、近時のわが国地方自治体の監査制度

の検討は「地方公共団体における内部統制のあり方

に関する研究会」及び「地方制度調査会」の議論か

ら始まる。その後、地方行財政検討会議及び地方公

共団体の内部統制の整備・運用に関する検討会など

図 1 総務省における自治体の監査制度等の近時の検討状況（総務省の答申や報告書等を基に作成） 
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共団体の内部統制の整備・運用に関する検討会など

図 1 総務省における自治体の監査制度等の近時の検討状況（総務省の答申や報告書等を基に作成） 

を経て、2017年 6月に地方自治法等の一部を改正す

る法律（平成 29 年法律第 54 号）として改正され、

2020年 4月に施行される。 

まず、総務省における自治体の監査制度等の検討

状況を整理する。制度検討段階では監査制度と内部

統制は個々に検討されていたが、法改正に際しては、

内部統制の整備を前提として監査制度の充実強化を

図る必要があるものとし、法改正が行われたと考え

られる。（図 1参照） 

次に、同様に総務省における主な議論の流れを整

理する。制度検討段階では地方自治体を取り巻く環

境の変化に伴い、信頼される地方自治体を目指すた

めには、内部統制の整備及び監査制度の見直しが必

要とされた上で、2016 年 3 月の第 31 次地方制度調

査会においては、自治体の長、監査委員等、議会及

び住民の地方行政に関わる各プレーヤーによる適切

な役割分担によるガバナンスのもとで事務の適正性

を確保することが重要とされた。そして、法改正に

際しては、内部統制の整備が喫緊の課題として優先

され、監査基準の制定を除き、2011年 1月の「地方

自治法抜本改正についての考え方（平成 22 年）」

（総務省 2011）において提示された監査制度の抜

本的な改革については見送られたものと考えられる。

（図 2参照） 

 
 
 
 

3.3 課題 

3.3.1 制度活用による内部監査実施体制の

充実強化 

「地方制度調査会」、「地方行財政検討会議」およ

び「地方公共団体における監査制度に関する研究会」

の議論の中で提示された現状認識及び課題認識につ

いて、IIA 基準に照らし分類・整理する。自治体の

監査制度の課題は、内部監査を実施する組織や個人

の属性基準 14)に関する課題がほとんどであり、その

実施体制に関する事項に焦点が当てられていたと考

えられる。具体的には、「目的や権限及び責任等に

関する監査基準が明確にされていない」、「独立性と

客観性が不十分である」、「専門能力が不十分である」

という 3点の課題に絞られる。（付録 C参照） 

2017年の地方自治法改正では、監査制度の充実強

化として、監査基準の策定のほか、勧告制度の創設、

議選監査委員の選任の義務付けの緩和、監査専門委

員の創設、条例による包括外部監査 15)を実施する自

治体の実施頻度の緩和の見直しが実施された。監査

基準の策定を除き、何れも任意規程となっているが、

同制度の改正点を各自治体が積極的に活用していく

ことが以上のような内部監査実施体制に関する課題

の解決につながるものと考えられる。 

 
3.3.2 内部統制に基づいた内部監査の 

高度化 

現在、2017年の地方自治法改正で内部統制制度が

義務付けられた都道府県および政令指定都市の各地

図 2 総務省における自治体の監査制度等の近時の主な議論の流れ（総務省の答申や報告書等を基に作成） 
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方自治体では、総務省のガイドライン等に基づき内

部統制の整備・運用が行われている。内部統制制度

の導入によって、組織目的の達成を阻害する事務上

の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講

じることで事務の適正な執行を確保するといったリ

スクマネジメントの考え方や管理手法が取り入れら

れたことになる（総務省 2019）。それに伴い、監査

委員制度も内部統制を前提としたリスクベースの監

査手法への転換が必要となるなど、各自治体では、

内部統制に基づいた内部監査の高度化が求められる。 

 
4 企業の内部監査との比較考察 

 

4.1 組織体の目的 

自治体の組織目的は、地方自治法第一条の二に規

定されているとおり、「住民の福祉の増進を図るこ

とを基本として、地域における行政を自主的かつ総

合的に実施する役割を広く担う」ことにある。また、

同第二条第十四項では、「地方公共団体は、その事

務を処理するに当つては、住民の福祉の増進を務め

るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしなければならない」とされている。つまり、自

治体では、住民一人ひとりがより豊かで主体的で幸

せな生活をおくることができるようにするために、

公的扶助や公共サービスなどの公共価値を効率的か

つ効果的に提供することが求められている。そして、

同第百九十九条第一項では、「監査委員は、普通地

方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方

団体の経営に係る事業の管理を監査する」とされ、

同条第三項では、「第二条第十四項及び第十五項 16)

の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、

特に、意を用いなければならない」とされている。

また、総務省の「監査基準（案）」では、「当該地方

公共団体の事務の管理及び執行等において、法令に

適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施

を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的と

する」とある。 

一方、株式会社などの企業の組織目的は、第一義

的には、利益の追求にあり、特に株式会社は、自社

を含む当該企業集団が、投資価値、株主利益などの

企業価値を高め、健全かつ持続的に発展することが

要請されている 17)。このような企業の組織目的を達

成するために、内部監査は組織体の価値を高め、保

全することを使命とし、内部監査の目的は、経営者

個人に対する貢献から組織体に対する貢献へと変遷

し、現在は、経営目標の達成に必要な業務が適切に

遂行されているかどうかに重点を移している（川村 

2021）。 

両者とも業務執行や組織運営などのマネジメント

を対象にしている点は共通している。しかし、企業

の内部監査は、経営目標の達成など業務の有効性に

着眼し組織体の価値向上を目的とした経営監査（第

三段階：Ver.3.0）（前掲 表 2）へと高度化を図り発

展しているが、自治体の内部監査は、法令への適合

などの準拠性等を目的とした内部監査（第一段階：

Ver.1.0）にいまだに止まってはいないだろうか。

住民の福祉の増進という目的を実現するためには、

行政機構の組織体としての価値向上を図る必要があ

り、そのためにはマネジメントの有効性を評価する

など、自治体の内部監査を段階的に高度化すること

が欠かせないと考えられる。 

 
4.2 ガバナンス 

自治体のガバナンスは、2000年以降の地方分権改

革において、住民主権が有効に社会改革に結びつく

ような、地域住民が主体となる協働型社会のパブ

リック・ガバナンス（共治）を目指し、多くのス

テークホルダーとの水平的なネットワーク関係を本

質としている（富野 2021）。一方で、企業のガバナ

ンスは、コーポレート・ガバナンス（統治）として、

垂直的な構造を特徴としている。（図 3参照） 

内部監査は、マネジメントとガバナンスの間に介

在し、マネジメントを対象にした監査結果等をガバ

ナンス機関に情報提供する機能も持つ。企業の統治

型のガバナンスにおいては、内部監査の情報は、取

締役会等のガバナンス機関に対して上方向にエスカ

レーションされることが求められるが、ステークホ

ルダーなど組織の外に開示されることは一般的には
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ルダーなど組織の外に開示されることは一般的には

ない。それに対し、自治体の監査に関する情報は、

地方自治法第百九十九条にある通り、公表しなけれ

ばならないことになっており、自治体の水平的ネッ

トワーク型のガバナンスにおいては、その情報は、

住民をはじめとしたステークホルダーへ横方向に拡

がり、広くネットワークを流通する。つまり、自治

体の水平的ネットワーク型のガバナンス構造におい

ては、内部監査は、マネジメントとガバナンスの間

でステークホルダーのコミュニケーションを活性化

するための情報提供機能を持っていると考えられる。

これからの自治体の内部監査は、これらの情報提供

機能を積極的に活用することが期待される。 

 

4.3 要員体制 

2015年の総務省の調査では、全国自治体の監査委

員の数は、識見監査委員が 2,114 人、議選監査委員

が 1,921 人、総計 4,035 人となっている。また、監

査委員事務局職員の数（定員）は、都道府県で

1,058 人、市町村で 3,495 人、総計 4,553 人となっ

ている（総務省 2015）。2018 年に行われた大規模自

治体へのアンケート調査 18)では、監査委員事務局職

員の団体あたりの平均人数は、都道府県で 21.1 人、

政令指定都市で 23.4 人、中核市で 8.9 人、全体で

17.8人となっている。同様の組織規模の企業と比べ

た場合、都道府県はその数は少ないが、政令指定都

市および中核市は企業並みかそれよりも多い。 

また、自治体の場合、人事ローテーションで 3 年

ごとに異動することが通例となっているため、監査

業務の経験年数が 3 年未満の職員が 6〜7 割を占め

ており、監査業務の経験の積み重ねによるスキル向

上は期待できないと考えられている。 

さらに、監査委員事務局職員の専門資格の保有状

況を見ると、公認会計士、公認内部監査人（CIA）

19)などの監査に関する専門資格を保有する職員が在

籍している自治体は、一部の都市（大阪府、横浜市

など）にとどまっており、専門職としての資格を保

有している職員が監査業務に従事している企業の内

部監査とはその状況は大きく異なる（丸山 2018）。 

長期的視点に立てば、監査業務に携わる監査委員

事務局職員のスキル向上やそれに伴う組織内部にお

ける人事制度上の地位向上のために、専門職として

のインセンティブが働くような人事制度の改革に取

り組むなど、自治体全体で底上げを図る必要がある

だろう。IIA は、IPPF の属性基準で、「内部監査人

は内部監査の業務の遂行にあたって客観的でなけれ

ばならない」としており、客観的であるためには、

専門職としてのスキルを身に付け、組織内部におい

て十分な地位を確保することも欠かすことができな

いと考える。 

また、短期的には、2011年地方自治法改正により

可能となった監査委員事務局の共同設置によるリ

ソース共有や 2017 年の地方自治法改正により実施

頻度が緩和された包括外部監査による外部リソース

の活用などを推進することも検討すべきだろう。 

 

図 3 自治体と企業のガバナンスの違い 
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5 三鷹市における監査制度の現状と 

課題 

 

5.1 概況 

三鷹市では、監査委員制度を「地方自治体の行政

は、地方自治法等に沿って行われることはもちろん、

行政執行の不当を排除し、事務の執行とりわけ行政

の経営に関わる事業が合理的かつ効率的に執行され

ていることを期待されています。監査委員はこうし

た観点から、市民に代わって監査を行っています」

20)としている（三鷹市 2018）。このような市民が本

来の監査主体であるといった考え方に基づき、監査

計画や結果報告などの監査委員による監査に関する

情報を市のホームページで公開し、私たち市民はそ

の内容をいつでも把握することができるようになっ

ている。 

なお、内部統制制度に関しては、「令和 3 年度施

政方針・予算概要」において「地方自治法の平成

29 年改正により努力義務とされている内部統制制

度について、事務のさらなる適正な執行を確保し、

市民から信頼される組織づくりを推進するため、令

和 3 年度に基本方針を策定するとともに推進体制を

構築し、令和 4 年度から運用を開始します」として

おり、内部統制に関する方針の策定及び体制整備と

して、内部統制関係費（4,000 千円）が新規に計上

されている（三鷹市 2021a）。 

 

5.2 整備状況 

5.2.1 規程類 

三鷹市の監査制度に関連のある規程類の整備状況

を調査し、一般に用いられる組織の文書体系に沿っ

て概観する。（図 4参照） 

三鷹市の監査委員制度に関する規程類は、地方自

治法、地方公営企業法および財政の健全化に関する

法律の定めるところにより、三鷹市監査委員条例、

三鷹市監査委員規程、三鷹市監査事務局規程等が整

備されている。 
また、前述の通り 2020 年 4 月に施行された地方

自治法等の一部改正に伴い、自治体は監査基準を策

定することが求められており、三鷹市においても

2020年 4月 1日に三鷹市監査基準が新たに制定され

ている。それまで三鷹市では、都市監査基準（2015

年 8 月 27 日 全国都市監査委員会）に則り、監査委

員による監査が行われていた。ただし、都市監査基

準は、2019 年 3 月に総務省から示された監査基準

（案）を踏まえて 2019 年 8 月に一部改正されたた

め、三鷹市において実務上の影響は無かったものと

考えられる。 

なお、内部統制制度については、適正事務管理制

度として導入され、今年度（2021 年度）、組織的な

取組の方向性等を示す基本方針が策定される予定で

ある。 

 
 

図 4 三鷹市の監査に関する規程類の整備状況 
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査委員は、地方自治法第百九十六条第一項において、

地方自治体の長が議会の同意を得て選任することと

されており、識見を有する者 1 名、議員 1 名の計 2

名が選任されている。 

事務局の職員は、代表監査委員が任免することと

され、事務局長、事務局長補佐または主査、その他

の職員を置き、担当課長、副主幹、主任を置くこと

ができるとされている。 

 

5.2.3 課題 

2020年 4月の地方自治法等の一部改正における監

査制度の充実強化の趣旨は、監査委員制度における

実施体制の実効性の向上にあり、同制度の改正点を

積極的に活用していくことが自治体の内部監査の実

施体制に関する課題の解決につながるものと考えら

れるため、制度活用による内部監査実施体制の充実

強化（3.3.1参照）の検討が期待される。 

また、適正事務管理制度（内部統制制度）の導入

は、今年度（2021年度）は総務部で推進されている

が、次年度（2022年度）以降、内部統制の本格的な

運用に向け、リスク管理態勢の整備や内部統制に基

づいた内部監査の高度化（3.3.2 参照）が今後の課

題となってくるだろう。 

 
5.3 運用状況 

5.3.1 監査の実施状況 

三鷹市では、三鷹市監査基準に基づき毎年度、監

査基本計画が策定された上で、監査委員による監査

が実施されている。三鷹市で実施された監査委員に

よる監査の過去 3 年間の実施状況を調査した。（表

3および付録 D参照） 

 

  

図 5 三鷹市の監査に関する体制の整備状況 
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監査委員による監査は、それぞれの監査等におけ

る根拠法に基づき、毎年必要とされる種類の監査が

実施されている。また、監査計画において、監査の

種類ごとに、合規性、正確性、経済性、効率性及び

有効性の観点から監査の着眼点が設定された上で実

施することとしている。 

特に、行政監査については、監査基本計画におい

て、「市の事務又は事業の執行について、経済性、

効率性及び有効性を主眼として、定期監査に併せ随

時実施する」としており、経済性、効率性及び有効

性 21)の 3E の観点から監査を実施することが明確に

されている。2018年度はスポーツと文化部、企画部

及び教育部の各課、2019年度は総務部、市民部及び

生活環境部の各課、2020年度は健康福祉部及び子ど

も政策部の各課を対象に行われている。 

 
5.3.2 課題 

各年度の定期監査報告書では、「所管の財務に関

する事務及びその他の事務が、法令等に従い、適正

かつ効率的に執行されているかを主眼として」実施

したと報告されており、監査基本計画で設定した

3E の観点から行政監査が実施されたかどうかが不

明瞭であり曖昧さが見られる 22)。住民の福祉の増進

という目的を実現するためには、行政機構の組織体

としての価値向上を図ることが重要となるため、行

政監査においてマネジメントの有効性を評価するな

ど、内部監査機能の段階的な高度化が期待される。

（4.1参照） 

また、包括外部監査は、条例に定めがないことか

ら実施されていないが、内部監査機能の高度化には

外部リソースの活用も有効であると考えられる。

（4.3参照） 
 
5.4 三鷹市監査事務局における課題認識等 

三鷹市の監査事務局の現状と課題認識、地方自治

法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 54 号）

のうち監査制度及び内部統制制度に関する検討状況

等を確認するために、監査事務局及び総務部（政策

法務課）にインタビューを実施した（2022 年 3 月 8

日）。 

三鷹市においても、わが国の地方自治体における

監査制度の課題のひとつである「専門能力が不十分

である」（3.3.1参照）といった実施体制に関する課

題が認識されていることを確認することができた。

また、内部統制に基づいた内部監査の高度化

（3.3.2 参照）についても、次年度（2022 年度）以

降の適正事務管理制度（内部統制制度）の運用にあ

たり、制度導入の趣旨に沿った課題が検討されてい

ることを確認することができた。概要は以下の通り

である。 

 
  

表 3 三鷹市の監査委員による監査の実施状況 

種類 
実施の有無 監査の観点 

平成 30 令和 01 令和 02 合規性 正確性 経済性 効率性 有効性 

財務監査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

行政監査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

財政援助団体等に対する監査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

例月出納検査 ◯ ◯ ◯ - ◯ - - - 

決算審査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 

基金運用状況審査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - ◯ - 

健全化判断比率審査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 

資金不足比率審査 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 

※監査の観点は、清水涼子、2019 年、『地方自治体の監査と内部統制−2020 年改正制度の意義と米英との比較−』（同文

館出版）を参考にし、監査等の目的から想定される観点を対応付けしている 
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降の適正事務管理制度（内部統制制度）の運用にあ

たり、制度導入の趣旨に沿った課題が検討されてい

ることを確認することができた。概要は以下の通り

である。 

 
  

表 3 三鷹市の監査委員による監査の実施状況 

種類 
実施の有無 監査の観点 

平成 30 令和 01 令和 02 合規性 正確性 経済性 効率性 有効性 
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※監査の観点は、清水涼子、2019 年、『地方自治体の監査と内部統制−2020 年改正制度の意義と米英との比較−』（同文

館出版）を参考にし、監査等の目的から想定される観点を対応付けしている 

5.4.1 三鷹市監査事務局の現状と課題認識 

三鷹市監査事務局では、事務局長のほか 4 名体制

（常勤 2名、非常勤 2名）で、三鷹市監査基準や全

国都市監査委員会の「実務ガイドライン」に基づき

監査計画から監査報告までの監査事務が行われてい

る。また、事務局職員は、関東都市監査委員会や一

般社団法人日本経営協会（NOMA）等の研修へ参加し

スキル向上を図っている。さらに、東京都市監査委

員会の事務局長会（2 回/年）や東京都監査委員会

（第 4 ブロック）における意見交換会等の他自治体

との交流により、監査事務の品質向上等を目的とし

た情報交換が行われている。 

このように監査事務局では監査事務の標準化や品

質向上の取組が行われているが、地方自治体に求め

られている監査業務の量や質に比べ、人材や専門性

が不足していることが当面の課題として認識されて

いる。また、財政援助団体等に対する監査について、

年間 2 団体を対象に監査を行っているが、現状の体

制では組織規模や支援規模の大きい団体を優先せざ

るを得ず、全ての財政援助団体を網羅した監査を行

うことができないことが課題として認識されている。 

 
5.4.2 地方自治法等の一部を改正する法律

（平成 29 年法律第 54 号）に関する

検討状況 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29 年

法律第 54 号）のうち監査制度については、監査委

員との議論や他自治体との情報交換により、適宜検

討が行われている。また、適正事務管理制度（内部

統制制度）は、次年度（2022年度）以降、総務部が

推進及び評価担当部署として財務事務を対象に運用

される予定であり、具体的なリスク管理の手順や監

査委員による監査との連携など、制度導入の趣旨に

沿った実効性のある制度運用について、現在検討さ

れているところである。 

 
6 各自治体の先進的な取組事例 

 

前章では三鷹市における監査制度の課題等を検討

したが、次章でこれらの課題解決に向けた提言を検

討するにあたり、具体的かつ実効性のある提言とな

るよう、他自治体の取組を調査した。 

 
6.1 監査委員事務局の共同設置の事例（岡

山県備前市・瀬戸内市） 

備前市と瀬戸内市では、2016年から監査委員事務

局が共同設置 23)されている。その背景には、自治体

などの公共セクターでは、経済・福祉・環境・イン

フラ・文化等さまざまな分野の事業・施策・政策が

展開されており、それらを対象とする監査委員によ

る監査には、より高度な専門性とマンパワーが求め

られているにもかかわらず、中小規模の自治体にお

いては、その専門性とマンパワーの確保が困難な状

況にあることにある。両市は、共同設置の有用性を

検証するために「監査委員事務局共同設置研究会」

を設置し、「監査委員事務局共同設置の有効性に関

する調査報告書」を公開している。それによれば、

独立性の強化（ガバナンスの強化）、監査の有効性

の向上、監査の効率性の改善、外部専門家との協業

等の効果が認められたとしている（備前市 2021）。

なお、現在、両市は監査専門委員会共同設置協定に

調印し、監査専門委員の共同設置態勢を整備してい

る（石原 2021b）。 

 
6.2 専門技術的知識を有した者への監査の

委嘱の事例（大阪府八尾市） 

八尾市では、「八尾市監査基準実施要領」におい

て、監査専門委員の選任に関して、多様化する監査

の専門性に迅速かつ効率的に対応するため、監査に

必要な専門性を補完するもので、監査専門委員を設

置する必要があると認める場合は、監査専門委員の

選定及びその任期等を監査委員会議において決定す

ることとし、監査委員専門委員のほか、専門技術的

知識を有する者に調査を委嘱して監査又は検査を行

うこともできるとしている。そして、専門分野の例

として、法律、会計、情報技術（IT）、建築・土木

及び医療の分野をあげ、その業務内容や資格等の基

準が明確に示されている（八尾市 2021）。 
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6.3 行政評価と連動した行政監査の実施の

事例（静岡県富士市） 

富士市では、行政評価と連動して行政監査が行わ

れている。2019年度の行政監査の概要によれば、自

治体経営計画である第五次富士市総合計画で定めら

れた 7 つの施策大綱から監査対象を選定し、経済性、

効率性及び有効性の観点の監査にあたっては、行政

評価、事務事業総点検（事業仕分け）等の結果や他

都市とのベンチマーキングを活用しながら、課題解

決に向けた分析および検討が行われている。なお、

有効性の観点として、「社会情勢や環境の変化に活

動内容が有効に機能しているか」、「目標を達成する

ための手段・方法が最適又は十分であるか。目標値

は妥当であるか」、「対象者のニーズを充足している

か」の 3 点が設定されている（富士市 2021、吉野 

2017）。 

 
6.4 リスク評価に基づいた事業リスクの検

証の事例（東京都） 

東京都では、2021年度監査基本計画において、都

の事業におけるリスクの評価を適切に行い、リスク

の重要度を踏まえた上で監査の重点化を図り、効率

的かつ効果的な監査を実施することを基本方針とし

て定めている。また、定例監査に重点監査事項を設

定し、そのうち、特に事業の一体的・継続的な検証

が必要なものについては、事業スキームの把握や事

業リスクの検証などを行ったのち、当該年度の行政

監査において検証を行うこととしている（東京都 

2021）。 

以上の通り全国の各自治体において、監査体制の

充実強化、組織体の価値向上を目的とした内部監査

の実施及び内部統制制度に基づいた内部監査の高度

化に取り組んでいる事例を確認することができた。 

 
7 結論（提言） 

 

7.1 自治体における内部監査への期待につ

いて 

本稿では、地方自治体の監査制度について、「主

体基準」と「目的基準」により分類し、内部監査の

視点から企業との違いなども踏まえ、現状の制度を

概観した。そして、三鷹市の監査制度の現状を把握

し課題の整理を行った。 

わが国の地方自治体は、都道府県と市町村の違い

や、同じ市のなかでも指定都市、中核市と一般の市

があり多様である。1,350 万人を超える人口を抱え

る東京都から、57 万人の鳥取県まで 24 倍ほどの規

模の差がある。また、横浜市の人口 370 万人に対し、

東京都青ヶ島村では 178 人とその差は 2 万倍を超え

る（蘇我 2019）。地方自治体の監査制度が機能して

いないという多くの指摘は、このような自治体の多

様性あるいは規模的な格差にも起因するのではない

だろうか。各自治体の監査体制の充実強化は、その

規模等自治体の事情に応じた現実的な対策を検討す

る必要があるだろう。 

抜本的には、井上・山下が提起している、監査委

員制度を内部監査と外部監査に再整理し、監査委員

事務局を内部監査部門に位置づけ、外部監査は、外

部監査契約に基づく監査とする案が有効であると考

える。しかし、それを実現するためには法改正など

十分かつ慎重な議論や新制度への移行等に相当の時

間を要するだろう。第 6 章では、各自治体において

様々な取り組みが行われていることを確認すること

ができた。三鷹市においても、現行制度の範囲内で

「目的基準」の観点から内部監査機能の高度化を推

進し、そのまちづくり行政に貢献できるよう、内部

監査体制の充実強化への取組を検討することが重要

であると考える。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大への対応に

おいては、地域・組織間で横断的にデータが十分に

活用できないことなど様々な課題が明らかとなり、

自治体においても DX 推進が求められている。自治

体の DX 推進にあたっては、仕事の仕方、組織・人

事の仕組み、組織文化・風土そのものの変革も必要

となる。自治体の長自らがこれらの変革に強いコ

ミットメントを持って取り組むことが必要とされて

おり（総務省 2020）、自治体の内部監査においても、

第四段階（Ver.4.0）の信頼されるアドバイザーと
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6.3 行政評価と連動した行政監査の実施の
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有効性の観点として、「社会情勢や環境の変化に活

動内容が有効に機能しているか」、「目標を達成する

ための手段・方法が最適又は十分であるか。目標値
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表 4 主体基準と目的基準による三鷹市の監査の分類 

監査目的・機能 

監査主体・組織 

組織の内部者の

ため／ 

組織の価値向上

のため 

組織の外部者の

ため／ 

説明責任を果た

すため 

組織の内部者が

担当 

A 

（財務監査、行

政監査、財政援

助団体等に対す

る監査） 

B 

（例月出納検

査、決算審査、

基金運用状況審

査、健全化判断

比率審査、資金

不足比率審査） 

組織の外部者が

担当 

C 

（包括外部監

査） 

D 

（個別外部監

査） 

友杉芳正、1992 年、『内部監査の理論−妥当性監査の視点

から』（中央経済社）をもとに作成 

 

7.2.2 内部統制制度に基づいた内部監査の

高度化に関する試案（提言 2） 

2022年度から三鷹市においても適正事務管理制度

（内部統制制度）の運用が開始され、三鷹市の行政

機構にもリスクマネジメントの手法が取り入れられ

ることになる。これに伴い、行政監査をはじめとし

た内部監査の実施にあたっては、内部統制を所管す

る部署（総務部）と連携しながら、各部署が行なっ

たリスクアセスメントの結果をもとにするなどリス

クベース監査の実施について継続的に検討していく

ことが望ましいと考えられる。具体的には、東京都

をはじめとして、先行して内部統制制度を導入した

都道府県等の自治体の事例（6.4 参照）が参考にな

る。 

 
7.2.3 制度活用による監査体制の充実強化

に関する試案（提言 3） 

現行の監査委員による監査を内部監査として機能

させ維持・向上させていくためには、監査実施体制

の充実強化が必要になると考えられる。まずは、

2011年の地方自治法改正により可能となった監査委

員事務局の共同設置により、近隣自治体との監査リ

ソースの共有を図り、内部監査体制を強化すること

について継続的に検討することが望ましいと考えら
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れる。岡山県備前市と瀬戸内市の事例（6.1 参照）

が唯一参考になる。併せて、2017年の地方自治法改

正で可能となった監査専門委員の創設などについて

も大阪府八尾市の事例（6.2 参照）を参考にした上

で継続的に検討することが望ましいと考えられる。 

 
7.3 まちづくりの価値共創を目指して 

2010年代の半ば以降、自治体ガバナンス変革の考

え方としてニュー・パブリック・ガバナンス（以下

「NPG」という。）に関する議論が活発に行われてい

る。NPG は、個々の行政課題について自治体の当事

者（住民・議員・職員）のみならず多様なステーク

ホルダーが、地域社会の自治にネットワーク型のコ

ミュニケーションを形成し、それらの相互作用に

よって多くの問題が解決されることを企図する概念

である。また、公共選択ではなく公共価値の共創が、

政策形成や社会問題を解決する糸口になり、社会の

持続可能性を実現する手段となるという思考に基づ

いている。その際、監査機能は、主として中立的・

独立的・客観的な情報を提供し、住民自治を活性化

させる。すべての住民が当事者としてだけではなく、

第三者という視点を監査機能が提供する情報から獲

得し、まちづくりに取り組むことこそが、今後の自

治体運営のあり方であり、内部統制の構築や監査機

能の強化は、NPG の充実に不可欠な要素と位置付け

られると考えられている（石原 2013, 2021b）。 

また、地域社会を一つの組織体と捉え、行政機構

だけではなく、住民、NPO、企業等のステークホル

ダーも「組織の内部者」と見做すといった新しい視

座から問い直すことで、内部監査への市民参加・協

働の可能性が見えてくる。そして、サービスの受益

者である市民をはじめとした地域自治体の「組織の

内部者」としてのステークホルダーが、行政機構の

内部監査に関心を向け、積極的かつ適時適切に関与

していくことで、自治体におけるガバナンス（共治）

が強化され、価値共創といった新しい概念の内部監

査の可能性が展望できる。その際、行政機構も監査

計画に住民の声を吸い上げ、監査結果の情報開示に

ついても一方向のコミュニケーションではなく、よ

りインタラクティブな住民参加の方法をとるなどさ

らなる努力が求められるだろう。 

このような NPG の観点から自治体の内部監査を問

い直し新たな形態を模索していく試みは、ステーク

ホルダー資本主義時代において、統治ではなく共治

のガバナンスが求められている企業における内部監

査のあり方をも変えていくことになると考える。 

 
7.4 今後の課題 

上記の提言はあくまで机上の試案であるため、そ

のフィージビリティスタディーなど、どのように検

証し実現していくかは今後の課題としたい。 

 
［注］ 

1) パーパス（purpose）とは、一般に「目的」と訳され

る言葉で、近年では、経営戦略やブランディングの

キーワードとして用いられることが多い。その場合

は企業や組織、個人が何のために存在するのか、す

なわち「存在意義」のことを意味する（日本の人事

部 2021）。 

2) 監査委員制度は、1947 年の地方自治法制定当初から

設けられた制度であるが、外部監査は、その後の地

方自治法改正に伴い 1999 年に導入された制度である。 

3) 地方自治法第二百条では、都道府県の監査委員に事

務局を置き、市町村の監査委員に条例の定めるとこ

ろにより、事務局を置くことができるとされている。

なお、三鷹市では監査事務局が設置されている。 

4) 広辞苑では、「外部監査」を、「監査主体が被監査組

織の外部者である場合の監査。株式会社では一般に、

会計監査人（公認会計士または監査法人）によるも

のをいう」と定義されている（新村 2008）。 

5)  内部監査人協会（ The Institute of Internal 

Auditors）は、内部監査専門職に関する提唱者、教育

機関、並びに基準、ガイダンス及び各種認定資格の

提供者として、世界で最も広く認知されている。1941

年に設立され、現在、世界 170 以上の国と地域に

200,000 人以上の会員がいる（日本内部監査協会 

2021）。 

6) IIA は、「内部監査人の義務に関する意見書（1947
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のをいう」と定義されている（新村 2008）。 

5)  内部監査人協会（ The Institute of Internal 

Auditors）は、内部監査専門職に関する提唱者、教育

機関、並びに基準、ガイダンス及び各種認定資格の

提供者として、世界で最も広く認知されている。1941

年に設立され、現在、世界 170 以上の国と地域に

200,000 人以上の会員がいる（日本内部監査協会 

2021）。 

6) IIA は、「内部監査人の義務に関する意見書（1947

年）」、「内部監査の専門職的実施の基準（1978 年）」、

「内部監査の専門職的実施の国際基準（2004 年）」な

どの文書を公表している。 

7) 経済産業省『デジタルトランスフォーメーションを

推進するガイドライン（DX 推進ガイドライン）

Ver.1.0』では、「企業がビジネス環境の激しい変化に

対応し、データとデジタル技術を活用し、顧客や社

会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデ

ルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プ

ロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性

を確立すること」と定義されている。 

8) 2021 年 6 月のコーポレートガバナンス・コードの改

訂に係る有価証券上場規程の一部改正に伴い、プラ

イム市場上場企業においては、TCFD 又はそれと同等

の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量の充

実が求められるようになった。 

9) 自治体を国の機関として扱う機関委任事務を廃止し、

両者を「対等」にした地方分権改革から約 20 年が経

過したが、その関係が未成熟なまま、地方自治体が

機動的に動けない実態を新型コロナウイルス感染症

に伴うパンデミックが浮き彫りにしたという現状が

いまだにある（日本経済新聞社 2021）。 

10) 会計検査院『平成 19 年度決算検査報告』において、

対象自治体における国庫補助金事業に係る事務費等

の不正経理処理に関する問題が発覚した。 

11) 合規性や正確性に加え、3E（経済性、効率性及び有効

性）の観点を含むことが明確にされた。なお、公共

セクターでは、第 4 番目の要素として環境性 

(environment) や公平性 (equity) の必要性が指摘さ

れている（友杉 1992）。 

12) 議選委員以外の監査委員の選任資格は、人格が高潔で

地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他

行政運営に関し優れた識見を有する者とした。 

13) 監査委員は、行政監査もできることとされた。 

14) IIA 基準には、属性基準と実施基準がある。なお、実

施基準は、内部監査の実施する業務の内容を明らか

にするとともに、内部監査業務の実施状況を測る質

的基準となるものである。 

15) 包括外部監査は、「財務に関する事務の執行」及び

「経営に係る事業の管理」の中から外部監査人が必

要と認める特定のテーマ（事件）を対象に行うこと

とされている（自治法第二百五十二条の三十七）。ま

た、多くの自治体で、合規性に加え経済性、効率性

及び有効性（3E）の観点から監査が行われている。 

16) 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に務

めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてそ

の規模の適正化を図らなければならない。 

17) 1960 年代の米国において、企業利益の増大を優先し

て顧客や消費者等を蔑ろにする企業行動や不正事例

が多発したため、企業は利益を追求するだけではな

く、事業活動の様々な側面において社会的義務を果

たすべきであるとする、あらゆるステークホルダー

の要求に応える企業理念が生まれ、今日の CSV 経営

や ESG経営などの潮流へと繋がっている。 

18) 調査対象である大規模自治体とは、都道府県（47 団

体）、政令指定都市（20 団体）、中核市（58 団体）を

指し（2018年当時）、回答率は 92.2%となっている。 

19) CIA とは、Certified Internal Auditor の略称であり、

内部監査に関する指導的な役割を担っている IIA（内

部監査人協会）が認定する国際的な資格である。内

部監査人の能力および専門性を証明する目的として

1974 年より開始された CIA 資格認定試験は、世界約

190 の国と地域で実施されている。経営者の内部監査

に対する期待値が高まっている近年、内部監査人の

能力および専門性を証明する CIA 資格の重要性もま

た高まっている。一部の上場企業では、有価証券報

告書において、内部監査部門に CIA 資格保有者が在

籍していること、CIA 資格取得に向けて積極的に取り

組んでいることを開示している（Abitus 2022）。 

20) 「監査委員による監査は市民に代わって行われている」

というスタンスは、他の自治体においても見られる。

例えば、宮崎市は、「市の事務の執行について、市民

が日常的に監視したり点検したりすることは困難で

す。市民に代わって監査を行うのが監査委員です」

と説明している（宮崎市 2021）。 

21) 監査基本計画では、有効性を「事務・事業の遂行及び

予算の執行の結果が、所期の目的を達成しているか。

また、効果を挙げているか」としている。 

Ⅰ　三鷹まちづくり総合研究所まちづくり研究員による研究
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22) 行政監査は、実施するかどうかの基準やその手法も明

確に定められていないため、自治体によって実施形

態が異なっているという指摘がある（吉野 2017）。 

23) 監査委員事務局の共同設置は、2011 年地方自治法改

正により可能となった。 
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The Institute of Internal Auditors、2020、『IIA の 3 ラ

インモデル−3 つのデフェンスモデルの改訂』The 

Institute of Internal Auditors 

 

                           

プロフィール 

高橋 真治（たかはし しんじ） 

三鷹市在住。現在、内部監査人として金融機関に勤

務。専門は情報システム監査。興味を持たれた方は

ご自身の自治体の監査報告書をお読みになってはい

かがでしょうか。できれば市区町村と都道府県の両

方の報告書に目を通すことをお勧めします。また

違ったまちづくりの姿が見えてくるかも知れません。 
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[付録（Appendix）] 

付録 A 内部監査の基本的な要求事項 

No. 基準 内部監査の基本的な要求事項＊) 

1000 

属
性
基
準 

目的、権限及び責任 内部監査部門の目的、権限及び責任は、IIA が定める「内部監査の使

命」及び「国際フレームワーク」の必須の構成要素に適合し、内部監査

基本規程において正式に定義されているか。また、内部監査部門長は、

内部監査基本規程を定期的に見直し、改定が必要な場合には、最高経営

者及び取締役会に改定案を提出し、承認を求めているか。 

1100 独立性と客観性 内部監査部門は、組織上独立しているか。内部監査人は、内部監査の業

務の遂行に当たって客観的であるか。 

1200 熟達した専門能力及び

専門職としての正当な

注意 

内部監査の個々の業務は、熟達した専門能力と専門職としての正当な注

意をもって遂行しているか。 

1300 品質のアシュアランス

と改善のプログラム 

内部監査部門長は、内部監査部門を取り巻くすべての要素を網羅する、

品質のアシュアランスと改善のプログラムを作成し維持しているか。 

2000  内部監査部門の管理 内部監査部門長は、内部監査部門が確実に組織体に価値を付加できるよ

うにするために、内部監査部門を有効に管理しているか。 

2100 

実
施
基
準 

業務の内容 内部監査部門は、専門職として規律ある姿勢で、体系的な、かつリス

ク・ベースの手法を用いて、組織体のガバナンス、リスク・マネジメン

ト及びコントロールの各プロセスを評価し、各々の改善に貢献している

か。 

2200 内部監査の個々の業務

に対する計画の策定 

内部監査人は、内部監査の個々の業務ごとに、当該個々の目標、範囲、

実施時期及び資源の配分を含む計画を策定し文書化しているか。また、

内部監査人は、この計画の作成に当たって、当該個々の業務に関する組

織体の戦略、目標及びリスクを勘案しているか。 

2300 内部監査の個々の業務

の実施 

内部監査人は、内部監査の個々の業務の目標を達成するため、十分な情

報を、識別、分析、評価及び文書化しているか。 

2400 結果の伝達 内部監査人は、内部監査の個々の業務の結果を伝達しているか。 

2500 進捗状況のモニタリン

グ 

内部監査部門長は、経営管理者へ伝達された内部監査の個々の業務の結

果について、その対応状況をモニターする仕組みを確立し、維持してい

るか。 

2600 リスク受容についての

伝達 

内部監査部門長は、組織体にとって受容できないのではないかとされる

水準のリスクを経営管理者が受容していると結論付ける場合には、その

問題について最高経営者と話し合っているか。また、内部監査部門長

は、それでもなおこの問題が解決されていないと判断した場合には、こ

のことを取締役会に伝達しているか。 

日本内部監査協会、2017 年、『専門職的実施の国際フレームワーク−2017 年版』をもとに作成 

＊) 内部監査部門、経営管理者、最高経営者、取締役会等の企業固有の組織に関わる役割は、自治体のガバナンスの

構造やマネジメント体制を考慮し、それに応じた組織上の役割に置き置き換えることとする。 
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[付録（Appendix）] 

付録 A 内部監査の基本的な要求事項 

No. 基準 内部監査の基本的な要求事項＊) 

1000 

属
性
基
準 

目的、権限及び責任 内部監査部門の目的、権限及び責任は、IIA が定める「内部監査の使

命」及び「国際フレームワーク」の必須の構成要素に適合し、内部監査

基本規程において正式に定義されているか。また、内部監査部門長は、

内部監査基本規程を定期的に見直し、改定が必要な場合には、最高経営

者及び取締役会に改定案を提出し、承認を求めているか。 

1100 独立性と客観性 内部監査部門は、組織上独立しているか。内部監査人は、内部監査の業

務の遂行に当たって客観的であるか。 

1200 熟達した専門能力及び

専門職としての正当な

注意 

内部監査の個々の業務は、熟達した専門能力と専門職としての正当な注

意をもって遂行しているか。 

1300 品質のアシュアランス

と改善のプログラム 

内部監査部門長は、内部監査部門を取り巻くすべての要素を網羅する、

品質のアシュアランスと改善のプログラムを作成し維持しているか。 

2000  内部監査部門の管理 内部監査部門長は、内部監査部門が確実に組織体に価値を付加できるよ

うにするために、内部監査部門を有効に管理しているか。 

2100 

実
施
基
準 

業務の内容 内部監査部門は、専門職として規律ある姿勢で、体系的な、かつリス

ク・ベースの手法を用いて、組織体のガバナンス、リスク・マネジメン

ト及びコントロールの各プロセスを評価し、各々の改善に貢献している

か。 

2200 内部監査の個々の業務

に対する計画の策定 

内部監査人は、内部監査の個々の業務ごとに、当該個々の目標、範囲、

実施時期及び資源の配分を含む計画を策定し文書化しているか。また、

内部監査人は、この計画の作成に当たって、当該個々の業務に関する組

織体の戦略、目標及びリスクを勘案しているか。 

2300 内部監査の個々の業務

の実施 

内部監査人は、内部監査の個々の業務の目標を達成するため、十分な情

報を、識別、分析、評価及び文書化しているか。 

2400 結果の伝達 内部監査人は、内部監査の個々の業務の結果を伝達しているか。 

2500 進捗状況のモニタリン

グ 

内部監査部門長は、経営管理者へ伝達された内部監査の個々の業務の結

果について、その対応状況をモニターする仕組みを確立し、維持してい

るか。 

2600 リスク受容についての

伝達 

内部監査部門長は、組織体にとって受容できないのではないかとされる

水準のリスクを経営管理者が受容していると結論付ける場合には、その

問題について最高経営者と話し合っているか。また、内部監査部門長

は、それでもなおこの問題が解決されていないと判断した場合には、こ

のことを取締役会に伝達しているか。 

日本内部監査協会、2017 年、『専門職的実施の国際フレームワーク−2017 年版』をもとに作成 

＊) 内部監査部門、経営管理者、最高経営者、取締役会等の企業固有の組織に関わる役割は、自治体のガバナンスの

構造やマネジメント体制を考慮し、それに応じた組織上の役割に置き置き換えることとする。 

  

付録 B  第四段階（Ver.4.0）：信頼されるアドバイザーを実現するための取組事例 

No. タイトル 課題認識 取組事例 

1 機動的な監査手法 加速する環境変化等に対応するために

は、リスクの変動を即時に把握し、リ

スクの高まりが認められた場合には、

必要な監査を速やかに実施するととも

に、監査の内容も状況変化に合わせて

迅速かつ柔軟に変さらできる態勢を整

えておく必要がある。 

監査の早い段階における、被監査部署

等のコミュニケーションを通じた課題

認識の共有に基づく、機動的な監査手

法を取り入れている（アジャイル型監

査）。 

2 内部監査における

IT の活用、データ

分析等 

No.1 の機動的な監査等を実現するた

めには、IT インフラの整備及びデー

タ分析をはじめとする IT を活用した

監査手法の高度化を図っていく必要が

ある。 

データ分析の活用領域が、不正行為や

その兆候の発見に留まらず、継続的モ

ニタリングにおける活用において一層

機動的なリスク評価を可能にしてい

る。 

3 企業文化（カル

チャー）に対する

監査手法 

コンダクト・リスクは、従来のような

方針、制度、システム等の整備のみに

よって低減することは難しいことか

ら、経営陣は、従業員等の行動に影響

を与える企業文化を、ステークホル

ダーの要求を満たすものにしておく必

要がある。 

企業文化関連テーマ監査の実施や、個

別監査の検証範囲に企業文化要素を組

み込む等の動きが見られ始めている。 

4 経営環境の変化等

に対応した予測と

それに基づく助言 

内部監査部門が、保証に留まらない、

経営戦略に資する助言を行うために

は、内外環境やビジネスモデルの変革

等に対応した積極的な予測を行うとと

もに、経営戦略の策定段階から、内部

監査部門が同時並行でモニタリングを

機動的に実施する取り組みが期待され

る。 

内部監査部門において、フィンテック

企業の参入にかかる影響について、新

技術の導入や顧客行動、規制あるいは

市場共創の変化といった様々な領域か

らの分析を通じた将来予測に努めてい

る。 

金融庁、2019 年、『金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題』をもとに作成 
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付録 C 自治体の監査制度における現状や課題認識 

No. 基準 現状や課題認識 

1000 

属
性
基
準 

目的、権限及び責任 • 現行の地方自治体の監査では、監査の観点は合規性監査や業績監査と

されつつ、極めて広範囲に及ぶ監査対象に対して具体的にどのような

基準に従って監査を行うのかが明確でない(b) 

• 各自治体では監査主体独自の監査基準を用いて監査を行う場合や、全

国都市監査委員会や全国町村監査委員協議会が作成している監査基準

準則を参考とし監査を行っている例もあるが、これらは任意の基準で

あり、地方公共団体の監査を行う際の全国で統一された監査基準は存

在しておらず、法令上の位置付けもない(c) 

• 監査委員が監査結果報告の中で様々な指摘を行っても、強制的な権限

はないので改善が講じられない場合もあり、より強い権限を監査委員

に付与すべき(c) 

1100 独立性と客観性 • 監査を受ける立場の長が監査委員を選任しているため、監査委員の独

立性が十分に確保されていない(a) 

• 議選委員については、短期で交代する例が多いことや、当該地方公共

団体の内部にある者であり、その監査が形式的になりがち(a) 

• 監査委員事務局の職員の大部分を、長部局からの出向による職員が占

めることにより、監査委員事務局の長部局からの独立性の確保が不十

分となる(a) 

• 監査委員には識見委員として当該地方公共団体の職員 OB が就任する

ことも多く、監査委員の事務を補助する職員として任じられている者

は、当該地方公共団体の職員として採用され、他部局等にも異動する

のが一般的であり、監査を受ける立場との職員との一体性が高く、ま

た、将来は、監査を受ける立場にもなり得る状況を見ると、組織的・

慣習的な不正行為を是正する機能を十分に発揮できない(b) 

• 議選委員は地方公共団体の内部にある者であることや、短期に交替し

ている例が多いことから、専門性及び独立性が不十分(c) 

1200 熟達した専門能力及び

専門職としての正当な

注意 

• 事務の高度化・多様化に伴い監査委員及び監査委員事務局の一層の能

力向上が求められている(a) 

• 監査委員事務局の職員の大部分を、長部局からの出向による職員が占

めることにより、監査事務に精通した職員の育成が困難となる(a) 

• 監査の専門性という観点からは、監査委員又は監査委員の事務を補助

する職員の監査に関する専門的な知識・経験が不十分(b) 

• 地方自治体の監査には、企業の監査とは異なる専門性が求められるに

もかかわらず、我が国では、このような人材の確保の必要性は特段意

識されてこなかった(b) 

• これまで地方公共団体の監査に全く携わったことがなかった者が、長

の任命よって監査を担い、又は監査の事務を補助することになり、実

務経験の中で知見を蓄えようとしているのが現実(b) 

• 地方自治体の監査の実施主体の専門性を高める観点から、自治体の監

査を実施するために必要な専門性を確保する新たな仕組みを設け、監

査委員の選任資格として専門性を確保することが必要(c) 

• 監査委員事務局職員の任命権は代表監査委員が有しているが、事務局

職員は純粋なプロパー職員ではなく、当該地方公共団体の職員が長部

局等からの人事異動で事務局に配属され、在職期間も 3 年程度である

というのが実態である状況では、監査のノウハウ等が事務局に蓄積さ

れず専門性及び独立性を確保することは困難(c) 

1300 品質のアシュアランス

と改善のプログラム 

• 監査主体の資質向上のための研修の充実や個々の監査の品質管理を行

うなど地方公共団体の監査をサポートするためのシステムを構築する

ことが必要 
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付録 C 自治体の監査制度における現状や課題認識 

No. 基準 現状や課題認識 

1000 

属
性
基
準 

目的、権限及び責任 • 現行の地方自治体の監査では、監査の観点は合規性監査や業績監査と

されつつ、極めて広範囲に及ぶ監査対象に対して具体的にどのような

基準に従って監査を行うのかが明確でない(b) 

• 各自治体では監査主体独自の監査基準を用いて監査を行う場合や、全

国都市監査委員会や全国町村監査委員協議会が作成している監査基準

準則を参考とし監査を行っている例もあるが、これらは任意の基準で

あり、地方公共団体の監査を行う際の全国で統一された監査基準は存

在しておらず、法令上の位置付けもない(c) 

• 監査委員が監査結果報告の中で様々な指摘を行っても、強制的な権限

はないので改善が講じられない場合もあり、より強い権限を監査委員

に付与すべき(c) 

1100 独立性と客観性 • 監査を受ける立場の長が監査委員を選任しているため、監査委員の独

立性が十分に確保されていない(a) 

• 議選委員については、短期で交代する例が多いことや、当該地方公共

団体の内部にある者であり、その監査が形式的になりがち(a) 

• 監査委員事務局の職員の大部分を、長部局からの出向による職員が占

めることにより、監査委員事務局の長部局からの独立性の確保が不十

分となる(a) 

• 監査委員には識見委員として当該地方公共団体の職員 OB が就任する

ことも多く、監査委員の事務を補助する職員として任じられている者

は、当該地方公共団体の職員として採用され、他部局等にも異動する

のが一般的であり、監査を受ける立場との職員との一体性が高く、ま

た、将来は、監査を受ける立場にもなり得る状況を見ると、組織的・

慣習的な不正行為を是正する機能を十分に発揮できない(b) 

• 議選委員は地方公共団体の内部にある者であることや、短期に交替し

ている例が多いことから、専門性及び独立性が不十分(c) 

1200 熟達した専門能力及び

専門職としての正当な

注意 

• 事務の高度化・多様化に伴い監査委員及び監査委員事務局の一層の能

力向上が求められている(a) 

• 監査委員事務局の職員の大部分を、長部局からの出向による職員が占

めることにより、監査事務に精通した職員の育成が困難となる(a) 

• 監査の専門性という観点からは、監査委員又は監査委員の事務を補助

する職員の監査に関する専門的な知識・経験が不十分(b) 

• 地方自治体の監査には、企業の監査とは異なる専門性が求められるに

もかかわらず、我が国では、このような人材の確保の必要性は特段意

識されてこなかった(b) 

• これまで地方公共団体の監査に全く携わったことがなかった者が、長

の任命よって監査を担い、又は監査の事務を補助することになり、実

務経験の中で知見を蓄えようとしているのが現実(b) 

• 地方自治体の監査の実施主体の専門性を高める観点から、自治体の監

査を実施するために必要な専門性を確保する新たな仕組みを設け、監

査委員の選任資格として専門性を確保することが必要(c) 

• 監査委員事務局職員の任命権は代表監査委員が有しているが、事務局

職員は純粋なプロパー職員ではなく、当該地方公共団体の職員が長部

局等からの人事異動で事務局に配属され、在職期間も 3 年程度である

というのが実態である状況では、監査のノウハウ等が事務局に蓄積さ

れず専門性及び独立性を確保することは困難(c) 

1300 品質のアシュアランス

と改善のプログラム 

• 監査主体の資質向上のための研修の充実や個々の監査の品質管理を行

うなど地方公共団体の監査をサポートするためのシステムを構築する

ことが必要 

  

2000 

実
施
基
準 

内部監査部門の管理 • 議会が執行機関に対する監視機能を有しており、また、行政評価をは

じめとして、執行機関が自ら行政運営の適正を確保するための仕組み

を有しているほか、監査委員と外部監査人による監査制度が設けら

れ、複数の階層の監査主体が設けられているにもかかわらず、それぞ

れの監査の対象及び観点は明確に区分されていない(b) 

2100 業務の内容 該当なし 

2200 内部監査の個々の業務

に対する計画の策定 

該当なし 

2300 内部監査の個々の業務

の実施 

該当なし 

2400 結果の伝達 • 現行の合議による全監査委員の意見が一致することが必要とされてい

るため、全監査委員の意見が一致しないときには、監査結果の報告等

が行われないこととなる(a) 

2500 進捗状況のモニタリン

グ 

該当なし 

2600 リスク受容についての

伝達 

該当なし 

凡例：(a) 地方制度調査会の課題 (b)地方行財政検討会議の課題 (c)地方公共団体における監査制度に関する研究会

の課題 
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付録 D 三鷹市の監査委員による監査の実施状況 

種 類 根拠法＊＊) 目  的 

実施の有無 監査の観点 

平
成
30 

令
和
01 

令
和
02 

合
規
性 

正
確
性 

経
済
性 

効
率
性 

有
効
性 

財務監査 法第 199 条

第 1 項 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているか 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

行政監査 法第 199 条

第 2 項 

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにし、その組織の運営の合

理化に努めているか 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

住民の直接請

求に基づく監

査 

法第 75 条 選挙権を有する者の 50 分の 1 以上の連署による請

求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組

織の運営の合理化に努めているか 

× × × - - - - - 

議会の請求に

基づく監査 

法第 98 条

第 2 項 

議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるように

し、その組織の運営の合理化に努めているか 

× × × - - - - - 

市長の要求に

基づく監査 

法第 199 条

第 6 項 

市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるように

し、その組織の運営の合理化に努めているか 

× × × - - - - - 

財政援助団体

等に対する監

査 

法第 199 条

第 7 項 

財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その

他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って

行われているか 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

公金の収納又

は支払事務に

関する監査 

法第 235 条

の 2 第 2 項

又は公企法

第 27 条の

2 第 1 項 

監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求がある

ときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に

行われているか × × × - - - - - 

住民監査請求

に基づく監査 

法第 242 条 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計

上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認め、

監査請求を行ったときに、請求に理由があるか 

× × × - - - - - 

市長の要求に

基づく職員の

賠償責任に関

する監査 

法第 243 条

の 2 の 2 第

3 項又は公

企法第 34

条 

市長の要求に基づき職員が市に損害を与える事実が

あるか 

× × × - - - - - 

例月出納検査 法第 235 条

の 2第 1 項 

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われてい

るか 
◯ ◯ ◯ - ◯ - - - 

決算審査 法第 233 条

第 2 項又は

公 企 法 第

30 条第 2

項 

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であ

るか 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 

基金運用状況

審査 

法第 241 条

第 5 項 

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、

基金の運用が確実かる効率的に行われているか 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - ◯ - 

健全化判断比

率審査 

健全化法第

3 条第 1項 

健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を

記載した法令に適合し、かつ正確であるか 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 

資金不足比率

審査 

健全化法第

22 条第 1

項 

資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記

載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 

凡例：(◯)実施済み (×)未実施 (–)該当なし 

＊＊) 付録 D では地方自治法を法と省略する。 
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